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デジタル活用共生社会実現会議ＩＣＴアクセシビリティ確保部会 

電話リレーサービスに係るワーキンググループ（第３回） 

 

１ 日時 平成３１年３月８日（金）１５：００～１７：００ 

２ 場所 総務省 第１特別会議室（合同庁舎２号館８階） 

３ 出席者（敬称略） 

 ○構成員 

  酒井善則（主査）（東京工業大学名誉教授・津田塾大学客員教授）、加納貞彦（主査代

理）（早稲田大学名誉教授）、有木節二（（一社）電気通信事業者協会専務理事）、石井

夏生利（筑波大学図書館情報メディア系准教授）、石井靖乃（（公財）日本財団公益事

業部部長）、石原茂樹（（社福）聴力障害者情報文化センター公益支援部門部長）、井上

正之（筑波技術大学産業技術学部産業情報学科准教授）、今井正道（（一社）情報通信

ネットワーク産業協会常務理事）、小椋武夫（（一財）全日本ろうあ連盟理事）、川森雅

仁（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授）、近藤幸一（（社福）全国手

話研修センター）、関口博正（神奈川大学経営学部教授）、西角直樹（株式会社三菱総

合研究所主席研究員）、藤沢烈（（一社）RCF代表理事）、三尾美枝子（キューブＭ総合

法律事務所弁護士） 

 ○オブザーバー 

  黒田勝己（日本電信電話（株））、小竹安治（（特非）全国聴覚障害者情報提供施設協議

会）齊藤剛（ソフトバンク（株））、関田賢太郎（岸田隆司オブザーバー代理）（ＫＤＤ

Ｉ（株））、三浦宏之（（株）プラスヴォイス） 

 ○総務省 

  谷脇康彦（総合通信基盤局長）、秋本芳徳（総合通信基盤局電気通信事業部長）、竹村

晃一（総合通信基盤局総務課長）、山碕良志（総合通信基盤局電気通信事業部事業政策

課長）、大村真一（総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課長）、大内康次（総

合通信基盤局電気通信事業部事業政策課調査官）、佐伯宜昭（総合通信基盤局電気通信

事業部事業政策課市場評価企画官） 

 ○厚生労働省 

  内山博之（障害保険福祉部企画課長）、田仲教泰（障害保険福祉部企画課自立支援復興

室長） 
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 ○プレゼンテーション事業者 

  大藤純児（全日本空輸（株））、小林健太郎（全日本空輸（株））、山本 仁志（（株）三

菱ＵＦＪ銀行）、片平麻美（（株）三菱ＵＦＪ銀行） 

４ 議事 

 （１）プレゼンテーション 

 （２）意見交換 

 

【酒井主査】  主査の酒井です。定刻となりましたので、これより第３回電話リレーサ

ービスに係るワーキンググループを開催いたします。本日は、お忙しいところ、お集まり

いただき、ありがとうございます。 

 本日は、実際に電話リレーサービスを使っている事業者様からもプレゼンテーションを

していただくこととしており、株式会社三菱ＵＦＪ銀行様及び全日本空輸株式会社様にお

越しいただいております。 

 それでは、まず、議事に先立ちまして、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

【長谷川課長補佐】  事務局の総務省の長谷川です。 

 資料の確認をいたします。資料は合計８点あります。資料番号のないものが２点、座席

表、議事次第。資料番号のあるものが６点、資料３－１として、井上構成員、日本財団に

よるプレゼンテーション資料。資料３－２として、川森構成員によるプレゼンテーション

資料。資料３－３として、三菱ＵＦＪ銀行によるプレゼンテーション資料。資料３－４と

して、全日本空輸株式会社様によるプレゼンテーション資料。資料３－５として、聴覚障

害者情報文化センターによるプレゼンテーション資料。資料３－６として、電話リレーサ

ービスに係るワーキンググループ事務局説明資料の合計８点です。不足等ございましたら、

随時手を挙げてください。事務局からお渡しします。 

 また、会議冒頭のカメラ撮りにつきましては、ここまでとなります。よろしくお願いい

たします。 

【酒井主査】  本日は、資料３－１から資料３－５につきまして、各団体にプレゼンテ

ーションをしていただきます。質疑については、すべての説明が終わってからまとめて行

います。本日も議事が多いため、１団体あたりの発表時間は１５分程度とさせていただき

ますので、発表時間を超えないようご協力をお願いいたします。 

 それでは、井上正之構成員及び公益財団法人日本財団より、資料３－１につきましてご
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説明いただきます。よろしくお願いします。 

【井上構成員】  皆様、こんにちは。筑波技術大学の井上でございます。日本財団の石

井様と共に、海外における電話リレーサービスの現状につきまして、簡単に報告申し上げ

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 後ほど川森先生から具体的な説明がございますが、ＩＴＵＴの勧告につきまして、Ｆ.

９３０の中で電話リレーサービスにつきまして、文書が出されております。その中で電話

リレーサービス等がそこに入っておりますが、主なサービス、４つがございます。簡単に

説明を申し上げます。 

 まず、１番目、文字リレーサービスというものがございます。聞こえない人がオペレー

ターとの間で文字、チャットを利用しまして通信をする。そして、その内容をオペレータ

ーが聞こえる人につなぐという手段です。 

 ２番目、ビデオリレーサービスというものがございます。この間、２回目のときにでも

いたしましたが、手話を使うろう者がテレビ電話を使ってオペレーターにつなぎ、かけ先

の聞こえる人とのコミュニケーションを図る手法です。 

 ３番目といたしましては、聞こえないが、声の明瞭度があるという人の場合、例えば、

まず聞こえていて途中で何らかの事情で失聴したという方の場合は、一般的に普通に声で

しゃべることができる。ですから、自分の声をそのまま相手の聞こえる人に伝える。そし

て、相手の聞こえる人の声だけを文字化して本人に伝えるという特別な機能がついた電話

を使った電話リレーサービスというものがございます。 

 ４つ目ですが、これは少し先ほどの３つとは違いまして、言語障害を持たれた方、耳は

聞こえる、しかし、音声がうまくいかない。例えば、脳性まひの方、はっきりとしゃべる

ことができない方の場合に使う手段です。特別に訓練したオペレーターが介在します。オ

ペレーターがその声を聞いて、また、明瞭度がある音声を伝える。この場合は、相手の声

はそのまま自分で聞いて電話でコミュニケーションをするという方法があります。 

 この４つが大きな特徴です。この４つのサービスがあるということをご紹介します。 

 次に、公的な電話リレーサービス、つまり、特別な追加料金は徴収されずに、聞こえな

い人が電話リレーサービスを利用できる国といたしましては、青で塗ってございます。ア

メリカ、カナダ、ヨーロッパ、韓国、オーストラリア、二十何カ国ございまして、その中

に日本はＧ７に入っているにもかかわらず、公的な電話リレーサービスは未実施という、

たった１つの国になります。 
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 まず、アメリカについて説明をさせていただきます。１９６０年、世界で最初に電話リ

レーサービスを実施しました。１９９０年、ＡＤＡ法が施行されまして、障害の持つアメ

リカ人のための法律が制定されました。その結果、電話リレーサービスを実施することが

義務化されたわけです。 

 具体的には、電話リレーサービスを使用するための料金は無料で、聞こえる人が電話す

るときと同じ負担で電話ができるというシステムになっています。しかも２４時間３６５

日、だれでもが利用できるということです。聞こえる人からも電話がアクセスできるとい

う仕組みになっています。 

 また、緊急通報、１１０番、１１９番等につきましても、制限なく利用できる仕組みに

なっています。 

 アメリカの電話リレーサービスにつきましては、総務省と同じような部門で連邦通信委

員会という組織が管轄しております。この電話リレーサービスのための費用につきまして

は、電話を利用するすべての方々から少しずつ案分して徴収して基金にするということに

なります。日本で言えば、ユニバーサルサービス料というものに類するもので、ここで基

金を貯めて運用していくというやり方になっています。２０１７年６月、予算が１３億ド

ルとなっています。 

 アメリカにおきましては、先ほど申し上げました４つの電話リレーサービスすべてを実

施しています。２０１９年１月時点でそれぞれの状況につきまして一覧表でまとめてござ

いますので、ご参考になさってください。音声リレーは特別で、数は少ないという実情が

あります。また、字幕表示機能付電話リレーサービスと、手話を使うビデオリレーサービ

スの２つが、非常に利用頻度が高いということになります。文字リレーサービスというの

はキーボードを利用します。そうなりますと、入力が得意な人がなかなか少ないというこ

ともあります。手話を使う立場で申しますと、文章を打つのが苦手な人も中にはいらっし

ゃいます。ですから、手話を使う立場では、ビデオリレーサービスが最適な方法だと言え

ます。また、聞こえないけれども、声を出せる人の場合は、字幕表示機能付電話リレーサ

ービスが最適ではないかという結果がここにあらわれております。 

 次、お願いします。アメリカの場合には、ビデオリレーサービスを使う場合には、独自

の電話番号が付与されます。例えば、聞こえる人が聞こえない人の電話番号にかけた場合

には、自動的に電話リレーサービスを経由するという方法になっています。そして、電話

でコミュニケーションができるという状況になっています。 
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 日本の隣の韓国の場合を見てみたいと思います。２００４年、リレーサービスが始まり

まして、電話リレーサービスを使う費用はすべて無料化しています。２４時間３６５日、

文字、ビデオということで、２０１７年で７３万という使用回数がありました。予算とし

ては２億円。これは、税金で賄っておりますが、将来的には通信事業社が負担するという

方向で進めるという考え方だそうです。 

 また、カナダ、スウェーデン、各国につきましては、石井さんからご説明をお願いいた

します。 

 以上です。 

【石井（靖）構成員】  日本財団の石井です。 

 続きまして、カナダについて簡単に情報提供をさせていただきます。カナダの場合、管

轄している行政機関は、カナダ・ラジオテレビ通信委員会、英語では Canadian 

Radio-Television and Telecommunications Commissionという、放送と通信を所管する行

政機関が担当しております。カナダの場合、文字のリレーサービスに関しましては、電話

会社さん、あるいは通信サービスの事業者さんに提供義務が課されています。 

 一方で、ビデオリレー、手話によるリレーの場合、ＣＲＴＣの政策に基づいて提供され

てはおりますが、サービス自体はそのために新たに設立された専門機関が行っておりまし

て、電話会社や通信サービス事業者が直接に行っているものではありません。 

 基本的には通信法の第２４条の一規程に「障害者による通信サービスへのアクセス」に

関する条件が記されており、それに基づいて文字のリレーと手話のリレーが行われている

ということです。 

 次のページをお願いします。サービス内容ですけれども、今、申し上げましたように、

２００９年から文字リレーが義務化され、おくれましてビデオリレーは２０１７年１０月

から、両方とも２４時間３６５日のサービスが提供されております。 

 手話リレーに関しては、スタートから１年間で約３０万回の利用実績があったと伺って

おります。 

 予算や運営の仕組みですが、文字によるリレーサービスは通信サービスを行っている電

話会社がそれぞれに提供しておられまして、費用は電話会社の負担ということで、利用者

に広く分散されていると言えると思います。 

 一方、手話のリレー、ビデオリレーは、ＣＲＴＣの承認のもと設立された基金がありま

して、そこからのお金で専門の管理組織が運営にあたっております。この管理組織が通訳
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事業者に業務委託をする形になっておりまして、２０１７年度の予算は約２０億円で、一

定の収入以上の通信事業者さんがこのファンドへ拠出する形になっております。ファンド

からの年間の拠出額に上限が定められておりまして、マックスで３,０００万カナダドルを

ビデオリレーに充てるということになっております。 

 続きまして、スウェーデンです。スウェーデンにつきましては、郵便や通信を管轄して

いるThe Swedish Post and Telecom Authority、ＰＴＳと呼ばれる行政機関が電気通信法

に基づいて公共サービスとして実施しているということです。 

 事業者に関しては、定期的に入札によって選定して、電話リレーサービスの業務を委託

していると伺っております。 

 根拠となる法律は、電気通信法の第５章によるということです。 

 サービスの内容ですが、２０１６年度の実績を調べましたが、ビデオリレーサービスは

手話によるものですが、利用者数が約３,７００名。利用回数が１２万７,７７９回。１２

万回を超えているということです。 

 文字によるリレーサービスは、利用者数が公表されておりませんでしたのでわかりませ

んが、１６万回を超える利用があったということです。 

 井上先生からも説明のあった音声のリレーサービスは、２,９４０人の方が利用して、３

万６,０００回を超えております。 

 スウェーデンの場合、費用は韓国と同じで国費によって負担されていまして、ビデオリ

レーサービスの予算が４４７万ドルですから、大体５億数千万円ぐらいかと思います。文

字リレーサービスが１７８万ドル、２億円台ですね。音声リレーサービスは６２万ドルと

なっております。 

 以上です。井上先生、お願いします。 

【井上構成員】  時間もないものですから、簡単に説明を申し上げます。 

 ほかにも例えば、コロンビアとかエジプト、経済的に決して豊かではない国も電話リレ

ーサービスを実施しているということが１点。 

 最後にまとめとして、あとで川森先生からのご報告もあるかと思いますが、「機能的な等

価性」という考え方。これは聞こえる人たちが使う電話と同じような等価性のあるサービ

スを提供するという意味になります。カナダ、アメリカ、韓国はまさに等価性のあるサー

ビスとして進んでいると言えます。 

 音声認識装置につきまして、ＡＩ技術も進んでおります。ただ、簡単に導入することに
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つきましては、電話リレーサービスに対しては、今は国として取り組んでいるところはな

いということになります。これをもしやろうとすることがあったとしても、それに対して

世界の当事者団体、世界ろうあ連盟も含めて、はっきりと懸念を強く示しているという部

分は申し添えておきたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

【酒井主査】  どうもありがとうございました。 

 それでは、次に川森雅仁構成員より、資料３－２について説明いただきます。お願いい

たします。 

【川森構成員】  ただいまご紹介にあずかりました、慶應義塾大学の川森です。「国際電

気通信連合における電話リレーサービス標準化について」ということで、発表させていた

だきます。 

 最初に、国際電気通信連合、International Telecommunication Unionについて、簡単に

ご紹介いたします。総務省の方たちはもちろんご存じだと思いますが、これは通信と放送

を司る国際連合の専門機関です。１８６５年に創設された、世界で最初の国際機関と言わ

れています。ですので、国連そのものよりずっと古い。日本で言うと慶応時代にできた機

関で、今は、基本的には国連に加盟している１９３の国がすべてメンバーになっています。

そのほかに、電気会社、電話会社、通信会社、放送局なども８３０の一般企業が参加して

おり、そのほかに大学、研究機関が入っています。国連の先にできたので、歴史的経緯か

ら私企業が参加している唯一の国際連合の機関です。 

 通信と放送、それぞれの部署、組織が別々ですけれども、それが標準化を中心として活

動しております。ＩＴＵの標準は「勧告」と呼ばれまして、各国に伝えられ、公式の調達、

セルフ調達などの際には優先的に検討されることがＷＴＯで規定されています。国連です

ので、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の６カ国の言語が

公用語として使われています。本部はジュネーブにあります。 

 ＩＴＵの標準の例ですが、有名なところは国際電話をかけるときの国番号がＩＴＵの勧

告です。それから、携帯電話の無線のインターフェースの定義とか、ＡＤＳＬと言われる

アナログの電話回線を扱ったデータ通信、それから、Ｈ.２６４というコーデックの比較的

ウェブでよく使われている技術ですが、これらはすべてＩＴＵの標準です。最後のＨ.２６

４は、映像文化に貢献したということでエミー賞を受賞しました。 

 国連の一部ですので、ＩＴＵでも国連で採択されている障害者権利条約に従いまして、
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アクセシビリティという観点から、標準化を進めております。その中の９条に基本的人権

の１つとして、「情報通信（情報通信機器及び情報通信システムを含む。）並びに公衆に開

放され、又は提供されるサービスを利用する機会を有することを確保する」ということが

締約国に求められており、その中に情報通信その他のサービス（電子サービス及び緊急事

態に係るサービス）が基本的人権として提供されることが要求されております。これはＩ

ＴＵの中では「通信へのユニバーサル・アクセス」という呼び方をして、基本的人権の１

つとして数えられています。 

 そういう背景で、ＩＴＵでは、アクセシビリティの標準化というものを進めております。

ＩＴＵは通信と放送に関わる団体ですので、基本的には情報アクセシビリティ、情報、マ

ルチメディアなどについての標準化を行っております。 

 例えば、車いすやロボットなどを使った、より身体的なものの標準化はほかの団体がや

っております。その中の代表的な標準というのがリレーサービスになっております。先ほ

ども申し上げましたように、コミュニケーションガイドラインを国連の障害者権利条約に

則った形でつくっております。 

 次、お願いします。国連ということもありまして、アクセシビリティの標準化の特徴と

しましては、他の国際標準化団体と密接な連携をしております。とくにＩＳＯ、ＩＥＣな

どの団体です。それから、障害者団体、世界ろうあ連盟、国際難聴者連盟などの代表者が

実際に会議に参加し、勧告化を進めております。そういう意味で障害者による障害者のた

めのアクセシビリティの標準作成と言えます。 

 また、国連の機関として、ＷＨＯ、UNICEFなどほかの国連機関と緊密な協力を行ってお

ります。そこを主導しているグループがＳＧ１６というグループで、そこではマルチメデ

ィアを中心に標準化を進めております。 

 次、お願いします。なぜ標準化するかというと、ここに書いてあるような理由で、非常

に重要なのは緊急時に標準的な技術じゃないと使うことがなかなか難しい、慣れないとい

うことです。あとは、技術の導入が簡易であること。それから、コストが下がること。そ

れから、相互運用性という、違うシステムがどこでも使うことができるという意味で、標

準化は特にアクセシビリティの場合は重要だと考えられます。 

 特に電話リレーサービスについての標準化ですが、先ほど井上先生からもお話がありま

したけれども、ＩＴＵでの電話リレーサービスの標準には、次のような特徴があります。 

 まず、電話リレーサービスは電話サービスである。当たり前のような感じですが、こう
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いう定義をしております。 

 それから、ろう者、難聴者自身が勧告化を進めているということで、「Nothing about us 

without us」代表制民主主義の基本原則に則った勧告化を進めております。 

 それから、Functional Equivalencyという、普通の電話サービスと同等のサービスがで

きるということです。 

 もう一つは、遠隔で行われている手話サービスとか、銀行とか、ホテルなどの私企業が

窓口サービスとして提供している手話窓口サービスと厳密に区別する。これは各国が、現

実に法的に別規定になっているところが多いので、そういうことになっております。 

 それから、Communication Assistantという概念がありまして、これは電話リレーサービ

スのコミュニケーション・システムとしての一部ということで、「手話通訳者」という呼び

方はしないことになっております。実際にそれの訓練や養成などについても米国の例を参

考に記述しております。 

 今、国際電気通信連合の電話リレーサービスに関する勧告の中心になるのが、「勧告Ｆ.

９３０」というものでして、これは２０１８年３月に勧告化されたものです。マルチメデ

ィア時代の電話リレーサービスの枠組みと要求条件を記述しております。エディターの中

心は、アメリカのGallaudet大学の教授で、ろう者の方で、かつエンジニアの方がこのエデ

ィターを務めました。 

 また、その作成に当たっては、各国の電話会社、特にオレンジ、スプリント、米国とか

フランスの電話会社あるいは実際にビデオリレーサービスを行っている会社から、たくさ

んの寄与がありました。 

 また、同時に、世界ろうあ連盟あるいは世界難聴者連盟から多数の貢献もあり、また、

世界手話通訳者協会とも協力したガイドラインを付与しております。 

 この勧告におきまして、「電話リレーサービスとは」とここに書いてあるように、先ほど

井上先生からもご説明されたのと基本的に同じですが、「ある媒体を他の感覚に訴えること

ができる別の媒体に変換することによって、聴覚障害者（ろう者または難聴者）あるいは

音声障害者が、話せ聞こえるユーザーと、より容易に通信できるようにする、電気通信サ

ービスである」ということで、ＩＴＵでは、電話リレーサービスを電話通信サービスと規

定しております。 

 次、お願いします。この図が、今、言葉で言ったものの簡単なポンチ絵ですが、左端に

いるのがろう者あるいは難聴者で、その人が手話あるいは文字で入力したものをコミュニ
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ケーションアシスタント、ＣＡが違うメディア、音声に変換し、聞こえる人に伝える。下

のほうですが、聞こえる人が音声で伝えたオレンジ色の線で、ＣＡに伝わった情報が、文

字あるいは手話でろう者あるいは難聴者に伝えるというコミュニケーションとなっており

ます。 

 次、お願いします。この勧告の非常に重要な部分は、先ほど井上先生がおっしゃられた

「機能的等価性の原則」で、「異なる範囲の能力を持つ人」、簡単に言うと障害者ですが、

「母集団内の多数のユーザー・グループに対して提供されているのと、等価の機能と使い

やすさで、通信サービスまたはシステムを使用することができること」という原則になっ

ています。 

 次、お願いします。この原則の下では、基本的には一般的な電話サービスと電話リレー

サービスが同じ機能を持つということです。例えば、かけられる電話番号が限定されると

か、サービスが限定されるとか、電話をかけられる時間が限定されるとか、かける方法が

難しくなるとか、料金が余計になるとか、あるいは端末が限定されるといったことがない

ということが重要になります。ですので、一般の電話利用者が享受できるサービスと同程

度のサービスを電話リレーサービスでも提供できるようにならないといけないというのが、

この原則です。 

 次、お願いします。この勧告の中では、先ほど井上先生が挙げられた４つの代表的な電

話リレーサービスが例を挙げて記述されております。 

 次、お願いします。このＦ.９３０という勧告が発効されたのに伴いまして、それに付随

した文書の作成が現在進んでおります。特に重要なのは、電話リレーサービスの質とＫＰ

Ｉ、Key Performance Indicators及び音声認識利用サービスのガイドラインとその品質評

価に関する文書が、今、議論されております。また、２０２０年の東京オリンピックをマ

イルストーンとして、電話リレーサービスを使った国際電話をかける文書も作成しており

ます。 

 次、お願いします。最初に申し上げましたＫＰＩ、Key Performance Indicatorsですが、

これは各国の電話リレーサービスにユーザービリティ、サービス形態などに関して最低条

件を規定しようとするものです。現在、特に先ほど例に挙がりましたアメリカのＦＣＣの

基準とか、英国、カナダ、豪州などのサービスを参考にしまして、それぞれのサービスに

ついての調査を行っております。例えば、どういう種類のサービスを行っているのか、ど

のぐらいの時間やっているのか、緊急通報があるのか、ないのか。あるいは、どういう運
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用体制でやっているのか。法体制とか資金についてですね。そういうアンケートなどを行

っております。この中には日本財団さんがなされた初期の調査とか、あるいはＥＴＳＩと

いうヨーロッパの団体が過去につくったデータなども参考にして、新しい文書をつくって

います。 

 次、お願いします。もう一つは、「アクセシビリティにおける、ＡＩのガイドライン」と

いうことで、特に音声認識の標準指標（テスト法、認識率、ユーザービリティ等）の規定

をする文書を作成しております。リレーサービスに必要な音声認識精度とQuality of 

Serviceを推奨するものです。 

 現在、アメリカでも同等の同様の調査が行われておりまして、そこで行っている調査機

関と一緒に連携しています。この調査機関は、まだテストしているところですが、一応フ

ィールドテストでブラインドですね。ですので、人間がやっているか、機械がやっている

かわからないテストを行い、人間と同等以上の評価を得るということを条件にして調査し

ております。 

 こういうものを集めまして、世界の主要音声認識エンジンの調査、例えば、マイクロソ

フトとか、グーグルなど、あるいはＩＢＭの音声認識エンジンの調査と評価などを行って

おります。 

 これにも世界ろう連とか、世界難聴者連合、欧州難聴者連合などが積極的に参加してき

ております。 

 次、お願いします。そのほかに、先ほど申し上げましたように、国際リレーサービスと

いうことで、ローミングを可能にする電話番号に関する勧告草案を行っておりまして、こ

れは東京オリンピックをターゲットにしております。東京オリンピックのときには使える

ようになりたいと思っております。 

 もう一つは、公的サービスにおけるトータル会話システムに関する要求条件ということ

で、政府や自治体などでのビデオ手話を使った窓口サービスに関する要求条件の文書も作

成しております。 

 次、お願いします。今後の予定ですけれども、今、挙げました文書をできるだけ早く、

２０２０年に東京オリンピックまでには承認をしたいと思っております。その後、考えら

れるのは、Ｆ.９３０のConformanceが合致しているか、Implementationが合っているかど

うかということの仕様。それから、電話リレーサービスの具体的な実装例。それから、手

話のコミュニケーションアシスタントに関する必要条件を規定したいと思っております。 
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 このワーキンググループでは、日本の電話リレーサービスのことを祈願しておりますが、

個人的にはぜひ「モデルプロジェクト」で、日本発の電話リレーサービスの技術の仕様を

国際標準にしたいと思っております。 

 以上です。 

【酒井主査】  どうもありがとうございました。 

 それでは、次に、株式会社三菱ＵＦＪ銀行より、資料３－３についてご説明お願いいた

します。よろしくお願いします。 

【三菱ＵＦＪ銀行 片平様】  皆様、こんにちは。私、三菱ＵＦＪ銀行のコーポレート・

コミュニケーション部でお客様満足度を上げるＣＳを担当しております片平と申します。

本日はワーキンググループの主題である電話リレーサービスについて、三菱ＵＦＪ銀行が

本サービスを導入するに至った経緯と、今後の課題として考えていることを発表させてい

ただきます。当行の事例が今後の電話リレーサービスの発展に少しでも貢献できるよう努

めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料かスライドをごらんください。表題に、「三菱ＵＦＪ銀行「手話

通訳リレーサービス」導入の経緯と今後の課題について」とありますように、当行では、

コールセンターへの手話通訳者による代理電話サービス、電話リレーサービスのことを「手

話通訳リレーサービス」と呼んでおります。本日の資料におきまして、「手話通訳リレーサ

ービス」は電話リレーサービスのことと置き換えてご理解いただきますようお願いいたし

ます。 

 それでは、ページをめくりまして２ページ目、「三菱ＵＦＪ銀行における障害者ニーズへ

の対応」のご説明から始めさせていただきます。 

 まず、三菱ＵＦＪ銀行において、どのように障害のあるお客様のご要望に取り組んでい

るかをご説明します。三菱ＵＦＪ銀行は、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦ

Ｇ）の中核となる銀行であり、ＭＵＦＧには銀行のほか、信託銀行や証券会社、カード会

社などが多様な金融サービスを提供しています。 

 ＭＵＦＧは次の３領域を重点領域と位置づけております。 

 １項目、お客様本位の品質を追求する上で、すべてのお客様が安心してご利用いただけ

るよう、障害者のお客様のご要望への対応に取り組んでいます。 

 次に、当行における手話通訳リレーサービスの概要をご説明します。対象となっている

業務は、①当行キャッシュカード・通帳・印鑑などの取引停止。②商品や手続に関するお
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問い合わせとなっております。 

 業務は株式会社プラスヴォイスに委託しております。 

 お客様が手話通訳リレーサービスをご利用するに当たり、まず、お客様自身のスマート

フォンやパソコンから、当行ホームページに記載しているSkype・LINE電話・FaceTimeの当

行専用アカウントよりアクセスします。 

 電話を受けた本サービスの通訳者は、お客様より手話でご要件を伺い、コールセンター

へ電話します。つながったところで通訳者はコールセンターの職員へ手話通訳リレーサー

ビスの電話であることを伝え、通訳を開始します。 

 次のスライドで、対象サービスについて詳しくご説明します。①と②のサービスは、本

人確認の扱いが異なり、ご提供できるサービスも異なります。 

 まず、受付時間ですが、①は９時から２０時まで受け付けることができます。②は９時

から１７時まで。加えて、受付できない日付も異なっております。①の業務は緊急性を鑑

みて受付時間を設定しております。 

 開始時期と件数ですが、①は２０１７年１１月より開始し、２月末までで１２件の利用

実績がございました。②は今年２０１９年１月より開始し、２月末までで４件の利用実績

がございました。 

 そして、最大の違いである２つのサービスにおける本人確認の違いですが、①はご本人

からの電話として扱うのに対し、②は第三者から電話があったものとして扱います。この

違いについて、サービス導入の経緯と、導入後の課題と合わせてご説明いたします。 

 前のスライドでご説明したように、手話通訳リレーサービスは①から提供を始めました。

従来は、当行の非対面チャネルにおいて、聴覚/言語障害者のお客様がお問合せをする窓口

がございませんでした。 

 「障害者差別解消法」の「合理的配慮の提供」という観点から、聴覚/言語障害者以外の

お客様におけるコールセンターの代替となる非対面チャネルとして、手話通訳リレーサー

ビスの導入の検討に至りました。 

 特に手話通訳リレーサービス導入前、①の手続はこれまで郵送やインターネットなどの

代替手段がなく、窓口へ行く必要がございました。キャッシュカードをなくしてしまった

場合に、講座取引を止めることは金融犯罪防止の観点からも緊急性が高いため、優先的に

導入しました。 

 表をごらんいただきますとおわかりのように、手話通訳リレーサービスを導入した後は、
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より多くのお客様に対し、窓口まで来店せずともご対応できるチャネルが増えました。し

かしながら、コールセンターで行えるすべての手続が手話通訳リレーサービスで行えるわ

けではございません。 

 次のスライドでは、手話通訳リレーサービスの課題についてご説明します。 

 手話通訳リレーサービスにおいて、「本人扱い」として受付できる業務は限定的です。業

務を拡大するのが困難な理由は、本人確認の難しさにあります。前提として、電話やイン

ターネットは顔が見えない分、第三者が本人になりすますリスクが窓口に比べて高いです。

窓口において多くの手続は通帳、届出印、キャッシュカードに加え、暗証番号や本人確認

資料を用いて、来店者が講座の名義人本人であることを確認します。コールセンターにお

いても、同様です。 

 しかし、手話通訳リレーサービスは通訳者を含めた三者間のやり取りのため、通常の本

人確認が困難です。その結果、本人確認を行わずとも、第三者によるなりすましリスクが

限定的と当行が判断した範囲の業務のみ、手話通訳リレーサービスで本人扱いできる業務

の対象となります。 

 このため、手話通訳リレーサービスの次の段階として、対象業務を第三者でも回答でき

る範囲の業務に拡大しました。どなたにでも回答可能な個人情報などを含まない一般的な

お問合せがこれに当たります。 

 当行における今後の手話通訳リレーサービスの方向性ですが、手話通訳リレーサービス

で受け付けた電話をご本人として受付可能な業務を拡大するには、不正取引を防止する観

点から、大きなハードルがございます。 

 一方、今、銀行のチャネルにおいて大きな変化が起きています。インターネットやスマ

ートフォンなど、ＩＴ技術革新により、窓口へ来店して行う手続は今やインターネットで

も手続が可能です。今まで聴覚／言語障害者のお客様が電話でできなかった手続はインタ

ーネットでできるようになっていき、聴覚／言語障害者のお客様だけではなく、すべての

お客様にとって、より便利にご利用いただけることが可能になるように目指しております。 

 最後のスライドで、関連するサービスとしてご参考までに、支店窓口での手話通訳サー

ビスについてもご説明します。 

 三菱ＵＦＪ銀行では、２０１９年１月２８日より、聴覚／言語障害者向けの手話通訳、

筆談、音声認識サービスを視点の窓口にて開始しました。窓口担当者に配付しているタブ

レットに、FaceTimeやＵＤ手書き、ＵＤトークというアプリを搭載し、コミュニケーショ
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ンツールを拡充いたしました。従来、紙や筆談機で対応していた窓口のやり取りが、より

スムーズになりました。こちらのサービスも手話通訳リレーサービスと同様に、株式会社

プラスヴォイスに業務を委託しています。 

 今後も三菱ＵＦＪ銀行は、より多くのお客様が、より便利に、より安心して当行をご利

用いただけるように努めてまいります。 

 以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

【酒井主査】  どうもありがとうございました。 

 それでは、次に、全日本空輸株式会社より、資料３－４についてご説明をお願いいたし

ます。よろしくお願いします。 

【全日本空輸 大藤様】  こんにちは。私は全日本空輸株式会社ＣＳ推進部の大藤と申

します。よろしくお願いいたします。資料で簡単にご説明をさせていただきます。 

 我が社も先ほどの三菱ＵＦＪ銀行様と同様に、プラスヴォイス社様に業務委託を行い、

電話リレーサービスを実施しております。 

 まず、背景・経緯についてご説明しますと、航空会社に対して課されている米国航空ア

クセス法という法令がございまして、２０１０年の５月から、外国の航空会社に対しても

電話予約や情報サービスを提供する場合に、ＴＴＹと呼ばれるテキスト・テレホンを利用

するお客様に対して何らかの可能な技術等によって、一般の電話サービスと同様のサービ

スを提供するよう求められるようになったという背景がございます。 

 ただし、当該国のインフラ事情によって適用除外となる規定がございまして、当時から

日本においてはＴＴＹのインフラが整っておらず、当社としては２０１０年２月から、プ

ラスヴォイス社様に業務を委託してサービスを開始しております。 

 最初は予約部門に関して業務を委託していたのですが、２０１６年から拡大をし、羽田

をはじめとした主要空港のみとなりますが、空港での対面業務においても同様にサービス

を開始しております。ここで空港での実際のやり取りを動画で、見ていただきたいと思い

ます。 

（映像上映） 

【全日本空輸 大藤様】  ありがとうございます。それまでは対面業務においては、筆

談をメインとし、聴覚障害のお客様とコミュニケーションを取っていたのですが、２０１

６年からこのような感じで、より複雑な事象についても、タイムリーにストレスなくお伝

えできるようになりました。 
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 続きまして、次のページにて、サービス内容を説明いたします。他の会社様と同じよう

な感じになるのですが、テレビ電話等を通じて、プラスヴォイス社様のオペレーターの方

を通じて係員がやり取りをする構図になっておりまして、テレビ電話の手話以外にメー

ル・チャット・ファックス等、お客様の選択によりご利用いただいています。 

 続きまして、次のページにて実際に使える手段について書かせていただいております。 

 次の５ページですが、実際に当社は先ほど申し上げたように２０１０年からサービスを

開始しましたが、おかげさまで現在では多い月であれば１００件を超える程度にまで数が

増えてきており、だんだん認知されてきたと思っております。 

 実際のコミュニケーション手段の割合を下のグラフに書かせていただいておりますが、

今多いのはチャット、メールで、この２つで８割ぐらいを占めています。 

 課題ということで書かせていただきましたが、とはいえ、まだまだこういったサービス

について知られていないと思っておりますので、他の障害をお持ちの方に対するサービス

とともに、告知に努めていきたいと思っております。 

 あと、参考資料１、２にて、よくある質問と、当社導入の経緯となった米国のアクセス

法について書かせていただいております。アクセス法では、通常の健常者と同じような時

間帯でサービスを提供するようにとか、待ち時間、サービス水準について健常者と同等レ

ベルを求めたりとか、料金も健常者を超えるような料金を課してはならないといったよう

なことについて規定されております。 

 最後に、先ほど三菱ＵＦＪ銀行様から本人確認を厳重にやらなければならないというお

話がございましたが、当社としてはお客様の氏名や実際の利用便、国内線の航空券発券時

に発行している９桁の確認番号などの情報について確認することで、障害をお持ちのお客

様に対して特段の制限をかけることなく、基本的には健常者と同じようなサービスを提供

できております。 

 当社からの発表は、以上になります。 

【酒井主査】  ありがとうございました。 

 それでは、次に、聴力障害者情報文化センターより、資料３－５について説明をお願い

いたします。よろしくお願いします。 

【石原構成員】  聴力障害者情報文化センターの石原です。私からは、「手話通訳士につ

いて」というテーマでご説明いたします。 

 まず、昨年の１０月に行われた第３０回、試験結果です。１０８名が合格をしまして、
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合格率は９.８％でした。合格について３０回までの平均を見ますと、１４.６％となって

おります。この合格率が低い理由につきましては、基本的には手話通訳士養成カリキュラ

ムが確立していないこと。手話通訳士の養成システムも制度化がされていないところにあ

ると考えております。 

 次に、下の「合格者の状況」です。１）、１０８名の合格者の男女比は、男性が５.６％。

女性が９４.２％。２）平均年齢は４６.０歳。３）手話の学習年数は平均が１３.１年でし

た。受験回数の平均は３.４回。派遣事業に登録している有無について問うたところ、７７.

８％が「登録している」と回答しています。その登録している年数の平均が６.７年でした。 

 このデータの範囲で、今回合格した１０８名の方たちの平均的な人物象を描いてみます

と、ページを戻していただきたいのですが、４６歳の女性、手話学習年数が１３年となっ

ていますので、手話を学び始めたのは３３歳。おそらく専業主婦と考えれば、３３歳とい

えばちょうどお子さんが３歳になって幼稚園に入って、少し自分の時間が持てるようにな

ったころではないでしょうか。何かのきっかけで手話を学び始め、幼稚園に子供を預けて

いる時間帯に開催されている地域の手話奉仕員養成講習会、そして、その上の手話通訳士

養成講習会、合わせて３年間通います。そして、手話通訳者の全国統一試験にチャレンジ

するのですが、４回ほど失敗。地域の登録通訳者になったのは７年後の４０歳ということ

になります。そこから登録手話通訳者として地域で３年ほど活動して、４３歳のときに先

輩たちから、「そろそろあなたも士試験を受けてみてはどうか」と勧められて士試験受験を

開始、３回から４回受験して、４６歳で合格した、ということになります。気がついてみ

たら、手話を始めたころ、幼稚園に入園したばかりの子供も今では高校１年生と、そんな

状況が見えてきます。私はこうしたデータを見るにつけ、１３.１年という長い時間と努力

の積み重ねで手話通訳士になった。よくぞ途中で挫折をせずに、と思うと、頭が下がりま

す。 

 次、お願いします。２月２７日現在の手話通訳士数は、３,６９５名。男性は１１.８％

で、女性は８８.２％となっています。 

 （２）は、その年齢構成です。全体の年齢の平均は５５.３歳ですが、ごらんのように５

０代が一番多く、３６％。次が６０代で２９.６％。この５０代と６０代とを合わせると、

６５.６％になります。それに比べて２０代は、０.８％。３０代の６.７％を合わせても７.

５％という状況で、若年層が極端に少ないというのが特徴になっています。 

 下の３）の「手話通訳者の年齢構成」とありますのは、全国手話通訳問題研究会が５年
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ごとに実施している雇用されている手話通訳者の実態調査報告書からの引用です。日々、

第一線で通訳業務に当たっているのは４０代、５０代の方々だということが見えてきます。 

 次をお願いします。このページも先ほど紹介しました全通研の報告書から、手話通訳士

にかかわるものを抜粋したデータです。１）の「雇用された手話通訳者１,０９９名のうち、

手話通訳士は５９０人。そして、２」の手話協力員・職業相談員１６３人のうち、「手話通

訳士資格あり」は７０人と書かれています。これを読みかえれば、手話通訳士全体３,６９

５名のうち、５００名、１３.５％になりますが、この５００人が士資格を活かした職業に

就いているということが見えます。そのうち、手話協力員関係に７０人が従事していると

いうことが見えてまいります。 

 次、お願いいたします。このページは都道府県別の登録状況表です。登録数のトップは

東京都、８０６人。次が、その下の神奈川、３６０人となっておりまして、首都圏及び関

東エリアに集中している様子がわかります。 

 次、お願いします。こちらの表は、３０回試験の受験申込者１,２００人を自治体ごとに

見た表です。試験は東京、大阪、熊本の３会場で実施していますが、会場ごとの動向がわ

かる表になっております。東京会場では、北海道からおよそ静岡県にかけてお住まいの方

たちが受験されている。大阪会場では、愛知県から四国の４つの県。熊本会場では広島か

ら沖縄県の方たちが受験されている状況が見えます。そこで気になるのが、申込者が３名

の自治体が幾つかあるというところです。 

 山形県３名、富山県２名、福井県３名、岐阜県３名、高知県３名となっております。 

 次、お願いします。このページは実技の聞取通訳試験の採点評価の項目を整理したもの

です。聞取り通訳と申しますのは、音声で出題する課題文を聞き取って、手話で同時通訳

する試験です。２分程度の問題が２問、出題されます。採点評価は大きく２つに分かれて

いまして、１つは正確さ。２つ目に表現能力を見ることとしておりまして、２つ目の表現

力の詳細につきましては、（１）表現力、（２）円滑性・速さ、（３）態度の３つとしており

ます。 

 次、お願いします。こちらは実技の読取り通訳試験の採点評価の項目を整理したもので

す。読取り通訳と申しますのは、手話で出題する課題文を読み取って、音声で同時通訳す

る試験です。こちらも２分程度の問題が２問、出題されます。読取り通訳試験の場合も、

採点評価は１の正確さ、２の表現能力を見ることとしておりまして、表現能力の詳細は、

（１）表現力、（２）速さ、（３）明瞭性の３つとしております。この２つの試験の採点評
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価項目につきましては、受験の手引きに掲載し、受験者の皆さんに案内しているところで

すが、今年１０月の試験から実技試験解説ＤＶＤを作成し、受験申込者全員に無償で配付

することとしております。この解説ＤＶＤでは、前回試験の回答状況を分析し、どのよう

な箇所で誤訳が生じたり、伝えにくくなっているのかといったことを受験の手引き掲載の

項目説明以上に踏み込んで解説する予定であります。おそらく、この解説ＤＶＤを数年間

継続して作成、配布していけば、士試験の合格率が向上するものと期待されております。 

 次、お願いします。このグラフは平成６年度に全日本ろうあ連盟が数年かけて実施した、

手話通訳士養成カリキュラム開発テキスト作成事業の報告書からの引用です。全国の手話

通訳派遣に関わっている方々に協力をしてもらい、聞取り通訳試験を実施した結果です。

縦軸が得点、横軸が経験年数。最長の方は１３年となっていますが、全体的に高い得点で

すけれども、経験年数と無関係に得点が分布している。 

 次、お願いします。こちらも先ほどの報告書からの引用です。こちらは読取り通訳試験

を実施した結果です。全体的に低い得点で、こちらも経験年数と無関係に得点が分布して

います。 

 次、お願いします。こちらは実践能力習得の段階を示した図です。数年前まで宮崎県立

看護大学で学長をされていて、日本でのフローレンス・ナイチンゲール研究の第一人者で

ある、薄井坦子先生の図書からの引用です。図の中に看護観とあるのはそうした背景から

です。手話通訳士に読みかえるならば倫理観、あるいは手話通訳理論ということになりま

すか。さて、図を眺めますと、知る段階については８５％が学校で習得をし、実習という

場に上がって身につける段階では、学校と体験が半々です。そして、資格を取得し現場に

立って使う段階になりますと、体験を通じて習得するのが８５％となり、残りは学校で習

得するものとなっております。 

 先ほどの平成６年調査の、経験年数が技能レベル向上につながっていないという原因は、

私は、この使う段階になってからの学校での習得機会が手話通訳者に保証されていないと

ころにあると考えております。現任研修です。現場での経験を振り返ることができて、自

分の通訳技術の評価をみずから下し、そして同じ派遣業者所の登録仲間とともに技能、知

識を磨き高め、その地域の聴覚障害者の情報保証をより豊かなものにしていく。そうした

現任研修が、制度として確立しなければならないと痛感しております。 

 次、お願いします。このページは手話通訳者・士に関する主な社会調査一覧です。 

 次、お願いします。今からちょうど１０年前に情文センターで手話通訳士の実態調査を
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行いました。その委員会構成です。今年９月に２回目の調査を実施する予定にしておりま

す。 

 次、お願いします。このページ以降は調査結果をまとめたものになります。調査は基本

調査と、Ａ、資格を生かした職業についているものの調査、Ｂ、派遣事業に登録している

ものの調査、Ｃ、奉仕活動をしているものの調査を実施しました。 

 次に、１９ページに飛んでください。ここは冒頭にご説明した、３０回試験の合格者の

経験年数の平均が１３.５年と報告しましたが、この１０年前の調査では平均年数が１０.

５年となっております。実は毎年、ぶれがありますので、今回、今年の２回目の実態調査

ではどのような平均年数、数値が出るか、期待がされているところです。なお、この表の

５年未満で合格した方たちは９.０％になっている。 

 次、お願いいたします。こちらは学習の機会を書いたものです。右に専門学校などとい

うところがありますが、こちらは６.５％となっております。 

 次、お願いします。こちらは、先ほどの５年未満で合格された９％の人たちを、抽出を

しまして、その短期間で合格した人たちがどういうようなプロセスで学習をしてきたかと

いうことを見た表になっております。専門学校、専門養成校で訓練を受けたものたちが６

６.９％という、非常に高くなっております。 

 次、お願いいたします。最後のページに飛んでください。１回目の実態調査結果を受け

まして、調査委員会としてここに掲げた４つの観点柱で、今後の手話通訳士制度発展のた

めの提言をしております。提言をしてから１０年が経っているわけですけれども、（４）の

現任研修について、若干の進展が見られたということがあっても、他の３つの課題はほと

んど何も解決しておりません。この電話リレーサービスに関わるオペレーターの養成認定、

それから配置、待遇の検討を進めていく中で、他の３つの課題の解決が見られることを祈

っております。 

 なお、この実態調査報告書の前文は、私どもの法人のホームページにアップしておりま

すので、ぜひごらんいただければと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

【酒井主査】  どうもありがとうございました。 

 それでは、質疑を行いたいと思います。ご発言いただく際には、発言者のお名前と、ど

なたに質問するか、また、例えば説明いただいた資料のどのページについて話しているの

かがわかるように、お願いたいと思います。 
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 それでは、どこでも結構ですから、よろしくお願いいたします。 

【小椋構成員】  はい、小椋です。 

【酒井主査】  どうぞ。 

【小椋構成員】  発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。全日本ろうあ

連盟の小椋です。これから幾つか審議があると思いますが、本日説明を聞きまして感じた

ことを少し述べさせていただきたいと思います。 

 三菱ＵＦＪ様、ＡＮＡ様のプレゼンテーションで、窓口サービスまたは代理サービスと

いうような記述がございますが、それは聞こえない人たちのためのサポートをするサービ

スという受けとめ方をされていると感じます。しかし、私にとっては、電話リレーサービ

スは聞こえない人のための制度ではないと思っているのです。聞こえる人からの電話を受

けるというようなシステムも加えた形、双方向性が必要です。聴覚障害を持っている者、

持たない者、同様にサービスを享受する、それが重要ではないかと考えております。 

 そういう意味で、公共インフラの整備、わざわざ窓口のところに行かなくても、どこで

もいつでもどんなときでも自由に電話にアクセスできるという環境が重要ではないかと私

個人は思っております。窓口のサービスの場合は、通話先が限定されています。 

 それから、川森先生のプレゼンテーションにありましたように、ＩＴＵ－Ｔの勧告の中

で電話リレーサービスと窓口サービスは別のカテゴリと示されている。それは、私も同様

に思います。他の先進諸国の中におきましても、電話リレーサービスは窓口サービスとは

別の規定となっているところが大半です。議論の中でどのように考えていくべきかを皆様

に討議していただきたく、感じたことを話させていただきました。ありがとうございまし

た。 

【酒井主査】  どうも、ご意見ありがとうございました。ではどうぞ、井上先生。 

【井上構成員】  筑技術大学の井上でございます。 

 今、小椋さんのご意見に関しまして、三菱さんのご発表、また、ＡＮＡさんのご発表の

中で、電話リレーサービスという言葉を用いておられます。しかし、少し私としては、先

ほどの川森先生のお話にありました、その資料はお待ちください、８ページ目の資料にあ

りますが、その中に遠隔手話サービス、窓口サービス、これと、それから電話リレーサー

ビスというものは全く違うと。区別するということが書いてあります。 

 今日、説明していただいた中で、三菱さんのサービスですが、それからＡＮＡさんのサ

ービス、これは正確にいうと電話リレーサービスではない窓口サービス、つまり会社が聞
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こえない人に対するサービスとして実施しているサービスであるというようなことになる

わけです。 

 ですので、この電話リレーサービス、日本でどう展開していくかということを考えたと

きに、この２つの例というのは少し考慮対象外ではないかと思っています。ですから、外

したほうがいいのではないか。そのあたり、川森先生からご意見あれば、補足をお願いし

たいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

【酒井主査】  お願いします。 

【川森構成員】  川森です。国連のＩＴＵでも、一時期この勧告Ｆ.９３０、マルチメデ

ィアリレーサービスについて議論するときに、遠隔手話とかの寄与文書があったのですけ

れども、先ほど申し上げましたように、各国の政府で既に遠隔手話サービス、窓口サービ

スは電話リレーサービスではない。電話リレーサービスは電話事業であると規定されてい

ますので、それは勧告に盛り込まないということになっております。 

 ですので、今この勧告の中には、例えば手話通訳という位置付けは、基本的に書いてあ

りません。コミュニケーションアシスタントしかないです。それから、遠隔手話サービス

は基本的には通訳サービスの遠隔版であって、電話サービスではないという位置付けにな

っております。ですので、そこは非常に重要なことで、電話のサービスがたまたま手話を

使ったり文字を使っているというだけで、双方向性とかリアルタイム性、それから緊急情

報、緊急通報、それから２４時間３６５日行うことができるということが、電話として要

求されることであるという認識になっています。 

 その一方で、実際に銀行とかホテルとかなどでは、欧米ではこういう窓口サービスに手

話をつけるというのは、結構一般的になってきておりまして、電話リレーサービスとは別

にそういうサービスが、各社が顧客に対するサービスとして行うというのが結構増えてい

ます。しかし、その場合はリレーサービスというのではなく、窓口サービスあるいはビデ

オサービスというような呼び方をするようです。たとえ同じ業者がやっていたとしても名

前の呼び方は、サービスを呼び方は常に違うということが、特にイギリスとかでは徹底さ

れているようです。 

 私からのコメントです。どうも。 

【酒井主査】  どうもありがとうございます。要するに私の理解だと、電話リレーサー

ビスというのはあくまでも通信サービスであって、今、全日空さんにしても三菱さんにし

ても、仮に電話リレーサービスを使って窓口でこういうことやるとなると、最後の使い方
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だけれども、現在それが十分ないので、代わりに窓口で、結果的にアシスタントをやって

いただいていると、そう思えばよろしいわけですね。 

【川森構成員】  はい。そのとおりだと思います。はい。ありがとうございます。 

【酒井主査】  どうぞ、すみません。 

【プラスヴォイス 三浦様】  プラスヴォイス、三浦です。誤解のないように補足をさ

せていただきたいと思っております。現在、先ほどご紹介いただきましたように、三菱Ｕ

ＦＪ銀行様も全日本空輸様も、弊社の業務委託であずからせていただいております。その

中で、電話リレーサービスという、今回のこの委員会での名称ですね、議題の認識につい

ての整理が必要だと思っております。 

 今回、２社にお越しいただいてお話ししていただいた内容というのは、聞こえない方が

手話通訳を、ビデオ通話を使って代わりに電話を架けるという仕組みについては、電話リ

レーサービスと同様の仕組みという形になりますが、先ほどの説明にありましたように、

三菱ＵＦＪ銀行さんにおいては手話通訳リレーサービスという名称であり、全日空さんに

おいては代理電話サービスという名称を使っております。ですから、そこは異なるサービ

スとしての認識の中で、映像を使ったリレーションを行う通信が有効かどうかということ

の参考事例でお聞きいただくことが正しいかと思っております。 

 また、同様に窓口通訳については、２社様についてもサービス提供されております。こ

れも、今回ここで公共インフラとして用いるためのリレーサービスの話とは異なる議題に

なっておりますが、映像を使うということについての利便性についての参考事例としてお

聞きいただくことが正しいことだと認識しております。 

【酒井主査】  どうもありがとうございました。多分そういう理解だろうと思いますが。

他の点、いかがでしょうか。どうぞ。 

【藤沢構成員】  ＲＣＦの藤沢です。 

 最初に発表いただいた海外域における電話リレーサービスの現状についての資料につい

てです。こちら、非常に広範囲までまとめていただいて、大変参考になりました。この中

で各国の利用状況や年間のコストについて触れられています。今後、日本ではどういう形

でやっていくのかが議論になっていくと思うのですが、例えば米国だと、大体９１万時間、

年間使われていて、１３億ドルのコストがかかっています。一方で韓国だと７３万件数で、

年間２億円。カナダは３０万件で２１億円かかっています。２つ質問がありまして、まず

各国の状況を横で比較するために、ある程度サービス内容でしたり、あるいは件数や時間
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でそろえられるのかを伺いたいのが１点。 

 それから、コストについても、私の簡単な試算だと、アメリカやカナダでは随分単価が

高いのですが、韓国は件数のわりには随分とコストが低いように見えるので、そのあたり

はどういった違いに起因しているのかなど、お答えいただける範囲で伺えればと思ってお

ります。 

 以上です。 

【酒井主査】  いかがでしょうか。お願いいたします。 

【井上構成員】  ご質問ありがとうございます。筑波技術大学の井上でございます。 

 確かにアメリカ、カナダ、韓国を見ますと、コストに差があるということは事実でござ

います。実はアメリカの場合には、これ実はアメリカの中で問題になっているのですが、

非常に高いと、金額が高いと。以前はもっと高かったらしいのですが、それが実態とは合

わないというようなことも指摘されまして、少しずつダウンをしてきているという状況に

あります。それでも実は、まだまだ金額としては高いと。 

 あと韓国の場合ですが、事情が違います。もともと人件費が非常に安いということもあ

りまして、また、アメリカと比べると韓国は普及率がまだ低いという事情がありまして、

これからおそらく利用率が伸びていくということが想定されるということになります。そ

ういう意味では実態に合うのは多分カナダ、日本はカナダが近いのではないかと。実態に

合うのではないか。そのあたり、川森先生から補足お願いいたします。 

【酒井主査】  どうぞ。 

【川森構成員】  川森です。 

 カナダは、直接ここに書いていますけども、年間の予算を立てて、カナダに合った形で

ということで、カナダはアメリカのすぐそばなので、かなりアメリカ型のリレーサービス

というのは研究したらしいです、調査して。その結果、アメリカ型でやるとお金がかかり

過ぎるとか、そういうことがあって、カナダにとってより効率のいいやり方ということで、

予算を立てて、基金をつくって、各事業者たちが少しそこに入れているのですね。 

 それで全体として、ＮＧＯとしてオペレートしていくという、第三者団体をつくってや

るという形で、あまり負担がかからないような形でやるということで、比較的リーズナブ

ルというか、という狙いになっているのではないかと思います。あと人口が違うことも大

きいと思います。アメリカと比べるとかなり少ないので、それで運用費用がかなり抑えら

れるということだと思います。 
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【酒井主査】  どうぞ。 

【石井（靖）構成員】  日本財団の石井です。 

 さらに補足ですけれども、アメリカの場合は、私がＦＣＣの方から聞いた情報ですと、

最初にリレーサービスをスタートしたときは、１分間手話を使ったリレーサービスを行っ

たら、その１分当たり２０ドルの対価を支払うという、つまり、１時間やれば１,２００ド

ル、十何万円というお金が事業者さんに支払われるというようなところからスタートした

というふうに聞いております。 

 そのときに、それは通訳の費用だけではなく、専用システムの開発費用であったり、ア

ウトリーチの費用、アウトリーチ、つまり利用者さんに説明会を開いたり、場合によって

は出向いていって、家のケーブルテレビの仕組みを使って電話リレーサービスができるよ

うな端末を持っていって、無料で配布して、使ってもらえるというようにするようなこと

までを含めて、そのお金の中で賄ってきていたそうです。 

 大きい会社が一つ、シェアが７０数％か８０％ぐらいある会社が一つあると伺っていま

して、そのほかに３社ぐらいが提供されていると、ビデオリレーサービスに関してはです

ね。そのそれぞれの会社がそれぞれ専用システムを、別のものを開発して使っていて、そ

のシステムの使いよさまでも競争するというような現状になっていると伺っておりまして、

さすがにＦＣＣも１分間２０ドルというのが高過ぎるので、今は約５ドルまで下げている

というふうに聞いておりますが、それでも６０分フルに通訳を行ったとしたら３００ドル

になりますので、３００ドルのうち、通訳の人件費がどれぐらいかかって、システム費用

がどれぐらいかかってということを計算していきますと、そこまで必要なのかなという気

がいたしております。 

 川森先生がおっしゃったように、そのあたりのことも踏まえた上でカナダは後発でスタ

ートされていますので、カナダぐらいの規模とかやり方が参考になるのではないかなとい

うのが、私も同じように考えております。 

【酒井主査】  よろしいですか。右側のこちらの方から順番にお願いします。どうぞ。 

【藤沢構成員】 先ほどのコメントに関してですけれども、今後に向けてどういったサー

ビス内容にするのかというのと、それにコストが、このサービスが今回実現していくかに

おいて非常に重要だと感じています。コストを減らすことでサービスを落とすと当事者の

利便性が低くなりますし、通訳者の方が低過ぎる待遇になると持続性が難しいかもしれま

せん。一方でコストが高過ぎると国民の負担が大きくなります。当事者と通訳者と国民の
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負担をバランスよく決める必要があります。ほかの国の事例は重要だと思いますので、そ

れぞれ比較できるような形で、事務局もサポートしていただきながら整理していただくこ

とが、今後の議論においては重要だと感じております。以上です。 

【酒井主査】  プラスヴォイスさんが先のほうがよかったかもしれませんから、お願い

します。 

【プラスヴォイス 三浦様】  実際にサービス事業者として提供させていただいていま

す。プラスヴォイス、三浦です。 

 海外の事例について、４年ほど前に総務省、ＴＴＣさんの業務委託で調査に行ってまい

りました。その際に、ヨーロッパの場合は利用があまり進んでいませんでした。一方で、

アメリカは先ほど報告があったように、たくさんの利用がされて、認知も広がっています。

先ほど石井さんのお話のとおり、僕もスプリント社からお話を聞いたのですが、最初１分

当たりの単価、その高いコストの中には、先ほどのお話にあった広告費用だったりシステ

ム開発、そういった費用も含まれていたということですね。また先日、昨年の１１月には

韓国に行ってまいりましたが、韓国においても同様で、企業への問い合わせができないで

あるとかいろいろな状況の中で、予算の中でスタートしています。 

 井上先生の話のとおり、各国の経済事情というのは異なりますので、海外の事例を参考

にしていく場合には、より詳細な条件についての調査が必要になります。それよりも、む

しろ先ほど石原様からお話にありましたとおり、現在の手話通訳者の就労実態であるとか、

現在日本財団が運用しているリレーサービスの中での費用的な効果、つまりオペレーター

の人件費であるとかその福利厚生費、維持費、それから通訳者の分布図なども考慮しなが

ら、日本は日本の中で予算算出というものは十分、図れていくのではないかなというふう

に、僕は考えております。 

【酒井主査】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ほかの点、ございますか。よろしいでしょうか。どうぞ。 

【加納主査代理】  加納貞彦です。 

 最初の資料の中の米国の、番号のことが書いてあったのですが、何ページですかね。こ

れだ。ページ数が振っていない。聴覚障害者ビデオリレーサービスのときに、つまり手話

通訳サービスするときに、固有の電話番号を割り当てられると。で、一般の音声電話ユー

ザーが聴覚障害者のこの番号をダイヤルすると、自動的に電話リレーサービスにつながる

というふうに書いてあるのですが、私は昔番号計画のことに携わったことがあるので、固
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有の電話番号というのはどういう電話番号なのかなと思いました。 

 どこかに特番１７０を先に回すというのもありましたけれども、ほかには空いている特

定の局番を割り当てるとか、そういういろいろな方法があるのですが、全く一般の電話番

号と同じ電話番号だと、聴覚障害者に電話したときに自動的に電話リレーサービスにつな

がるというのは、結構大変じゃないかなと思いまして、その辺の仕組みをおわかりになっ

たら教えていただきたいと思います。もう一つ、別の問題があるのですが、それは別にま

た、お願いします。 

【酒井主査】  いかがでしょうか。番号のことですけども。これは、井上先生ですかね。 

【井上構成員】  井上でございます。 

 私の書き方が不適当だったかなとも思うのですけども、アメリカの場合は聞こえない人

も一般の人と同じように自分のための固有の番号というものを付与されるという意味です。

その電話番号が、例えばネットワークのデータベースの中でビデオを使っているというよ

うな、そういうものがありますので、それを使って聞こえる人がそこに、電話番号にアク

セスすると自動的に電話リレーサービスにつながるという、そういう仕組みになっている

のですね。 

 例えば、韓国の例をとりますと、違ったやり方をとっているわけで、全国統一の電話リ

レーサービスのための電話番号というもの、１、７、何番だったか、何かそういうような

番号があります。そこに架けると、そこに電話番号を伝えて、オペレーターがつなぐとい

うやり方。ただそのやり方というのは、聞こえる人が電話を架けた場合と比べると、使い

方が差が出てくるということになります。機能的な透過という言葉で考えれば、アメリカ

のやり方のほうが聞こえる人に便利という理解もできるかなと思いますが、いかがでしょ

うか。 

【加納主査代理】  番号の問題は、電話ネットワークの構成に非常に大きな影響を与え

ます。アメリカのように普通の電話番号をろう者に与え、人がその番号に電話してきたら

自動的に電話リレーサービスのコミュニケーションアシスタントにつなげるという場合で

も、局番などに何か工夫があるのではないかと考えます。韓国のように頭に特番をつける

のだったら、理解がしやすいのですが。いずれにしてもこの場ではこれ以上の議論は無理

なので、問題点の指摘だけをさせて下さい。次の質問でよろしいですか。 

【酒井主査】  結構です。 

【加納主査代理】  今度は資料３－５の手話通訳士についてという資料についての質問
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ですけれども、いろいろ現状はよくわかったのですけれども、コミュニケーションアシス

タントと書いてありましたけれども、言っていましたけれども、通信には一般に通信の秘

密を守るということがありますよね。もろに手話通訳士の方が入ってくるので、通信の秘

密についてどんなふうに教えているのでしょうか。 

 もちろん、基本的には秘密を守るのだけれども、例えば通話内容によっては、例えば犯

罪とか人の命の危険がある場合とか、あるいは公衆道徳からいっておかしいじゃないかと

いうような内容なんかもあると思うので、その辺をどの辺で線引きして、通訳しなくてい

い、後者の場合は通訳しなくていいと、前者の場合には知った上で後から警察なりに連絡

するというようなことがあるのかないのか、その辺はどういうふうにお考えなのでしょう

か。 

【酒井主査】  難しい問題だと思いますけれども、もし、今できる範囲で結構ですので、

お願いします。 

【石原構成員】  聴力障害者情報文化センターの石原です。 

 この、電話に関する手話通訳というのはもう、派遣事務所が立ち上がったときから始ま

っていまして、東京でいえば昭和４８年というときになるのですが、一定のところに一定

の技量を持った手話通訳めいた人間がいるということを聞こえない人が承知すると、自分

が電話を架けたい要件が生じたときに、そこまでわざわざ出かけていって通訳を頼むとい

うやり方ですね。ですから、特に電話リレーサービスという言葉が生まれる前から、私ど

もは現場で代行の電話をするというサービスは行ってまいりました。 

 その中での秘密を守るというルールについては、一般の手話通訳場面と全く同じでござ

いまして、絶対に外に漏らしてはいけない。それは、登録通訳者になった第１回目の研修

会で、どの地域でも厳しく指導が行われていると思います。通訳士協会というのが、日本

手話通訳士協会というのが全国組織として、手話通訳士の職の手段として存在するのです

が、私はそこの元会長を行っていた経験がありまして、そのときの経験値から申し上げま

すけれども、倫理規定というものが手話通訳士の間でつくられているのですね。 

 手話通訳士の倫理ということになって、これをみんなで守っていこうということになっ

ています。その中に秘密を守るということが１項目掲げられている。それであっても、い

ろいろな地域で手話通訳行っている場面で、様々な人間模様、関係がある中で、聞こえな

い利用者さんからクレームが出ることがあるのですね。そのクレームが出た場合に、通訳

士協会として対応しようと。その通訳士の倫理綱領をつくった当時の委員会のメンバーが、
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今も引き続き、そしてクレームが協会に上げられたときには関係者から事情聴取し、そし

て関係調整に入ると、介入するということが行われておりました。 

 それが、士協会ですね。そして、手話通訳の派遣というのは都道府県ごとに派遣事務所

がございまして、その派遣事業所ごとにルールが、さらに厳格に示されているものだと思

っています。私は東京の手話通訳派遣事務所に２０年ほど勤務していたのですけれども、

事務所の中でのケース討議、事例検討をする場合においても、聞こえない人の名前ですと

かを特定できないようにオブラートに包んで、手話通訳上の課題、問題点について提案を

する。そして、そのことについての議論を行うと。そのプロセスの中で、聞こえない人の

個人名が特定されることは絶対にあっていけないと。そういうようなルールでもって、職

業集団というか、職場の中でも厳しく秘密を守るということを徹底してまいりました。 

 それから、派遣報告書というものが登録通訳者から事業者に上がってくるのですね。私

はそれを２０年間ずっと管理をしていたのですけれども、その報告書を読める権限を持っ

ているのは派遣担当長だけ。運営委員会のメンバーであっても、そして理事長であっても

報告書は読めない。そういうシステムにしてありまして、報告書は常に鍵のかかる書庫に

保管するというようなことで、こちらも厳格に扱ってきております。そういう意味では、

全国の手話通訳者ないし手話通訳士というものは、非常によく秘密を守るということにつ

いては教育をされていて、ほとんど問題はないだろうというふうな認識を、私は持ってお

ります。 

 以上です。 

【酒井主査】  どうもありがとうございます。 

【石井（靖）構成員】  今のことに関連して。 

【酒井主査】  では１点、お願いします。そろそろ大分時間がぎりぎりになってまいり

ましたので。 

【石井（靖）構成員】  日本財団の石井です。 

 手短に申し上げますと、アメリカ、フィンランド、スウェーデンで聞いてきた範囲では、

個人の自由あるいは平等、あるいは権利というものが尊重されていますので、例えば犯罪

の打ち合わせであっても、リレーサービスを提供しているということです。間に入ってい

るコミュニケーションアシスタントの判断で、これは悪いこと、これは良いことというこ

とは一切判断しないということです。 

 ただ、そのコミュニケーションアシスタントに、例えば何かこう全裸でこう、体を見せ
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てくるとか、本人に危害が加えられたり、あるいはそのビデオ画面に映っている中で、例

えば家庭内暴力が実際に進行中であったりする場合のみ、通報するというようなガイドラ

インを設けて運営していると伺っております。 

【酒井主査】  どうもありがとうございました。 

 まだいろいろ結構意見があると思いますけども、時間が押してまいりましたので、皆様

から頂戴しましたご意見を事務局で取りまとめて、今後の議論に反映してまいりたいと思

います。 

 続きまして、よろしいでしょうか。では、続きまして事務局から資料３－６についてご

説明いただきます。よろしくお願いいたします。 

【佐伯市場評価企画官】  事務局の、総務省の佐伯でございます。 

 資料３―６について、説明させていただければと思います。今後、このワーキングでの

議論を進めていくに当たりまして、検討に当たっての基本的な考え方の案を、改めて整理

させていただければと思います。お手元の資料３－６につきましては、第１回で我々事務

局から提示させていただいた資料を、１回目から今回までに構成員の皆様方からいただい

た意見を参考にいたしまして、若干の修正を加えたものでございます。 

 まず、検討に当たっての基本的考え方でございますが、公共インフラとしての電話リレ

ーサービスの検討に当たっては、①安定的・継続的な提供。こちらについては、具体的に

は持続可能な「ヒト・モノ・カネ」を確保できるような実施体制を考えております。それ

から②につきまして、適正性かつ効率性。適正なサービスを効率よく実現するということ。

それから、実現可能性。技術、スケジュール、費用、国民理解などのバランス。これら①

から③の項目などに配慮して、電話の利用環境と同等の利用環境を整備することを目指し、

可能なものを段階的に導入することということを、今後の検討に当たっての基本的な考え

方とすることでどうでしょうかというものでございます。 

 なにぶん時間も限られておりますし、構成員の方々からもなるべく早くサービスを開始

するべきだというご意見もございましたし、一方で段階的なステップを経て、できるもの

からというようなご意見もありましたので、このような形でまとめさせていただいており

ます。 

 事務局からは以上でございます。 

【酒井主査】  どうもありがとうございました。 

 これは、今後の検討に当たっての基本的な考え方ということで、事務局でまとめたもの
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だと理解をしております。それでは、この内容につきましてご意見ございましたら、よろ

しくお願いいたします。どうぞ。 

【小椋構成員】  全日本ろうあ連盟の小椋です。 

 基本的な考え方としては、最初発表された内容と比べて、今回は前向きに考え方が出て

いると感じております。それで、基本的な考え方については、公共インフラとしての誰で

も自由にどこでも利用できるような環境整備が重要であるということは、ほんとうにその

ように思います。その中で３番目になりますが、実施可能性（技術、スケジュール、国民

理解）というような記述になっておりますが、国民理解は、どのようなことを指しておら

れるのか。例えば、聞こえない人のために、電話リレーサービスを制定したときに、国民

に迷惑をかけないような形で理解を求めるのか、そのあたりの国民の理解について具体的

なお考えを伺いたいと思います。もちろん、聞こえない人も国民の１人であるということ

は変わらないわけです。国民に対する理解ということは、特に求める必要があるのかどう

か、そのあたりをお伺いしたい。 

 それからもう一つ、この会議はあと３回ぐらいだと聞いております。先ほどいろいろご

発言がありました使用料、利用料について、また、セキュリティの問題をどうするか。設

備はどこが管理するか。一体誰が管理責任を負うのか、というところでは専門的な議論を

しなければいけない部分はまだ山のようにあると思いますが、あと３回の会議で一応終結

ということなのでしょうか。どのようにお考えなのか、も含めてお示しいただきたいと思

います。 

【酒井主査】  お願いします。 

【佐伯市場評価企画官】  総務省事務局でございます。 

 １点目の国民理解とはどのような意味かというご質問でございますが、例えばでござい

ますが、今後こういうようなものを制度化していくに当たっては、一般論ではありますが、

例えば法体系の整備ですとか、一番上は法律、もっと下の下位法令になりますと省令です

とか告示とかいろいろあると思いますが、そこに至るには所要の政府としての手続がいろ

いろあるかと思います。例えば、パブリックコメント等を出して国民から意見を伺ったり

というようなところもございますので、そういうような意味も込めまして国民理解と書か

せていただいた次第でございます。 

 それから２番目のご質問の点とも関係するかと思うのですが、当然この制度、電話リレ

ーサービスに係る議論を進めていく中では、費用の話が避けて通れない話だと思っており
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まして、当然そういう意味では費用負担のような話になりますと、こちらもお金の話にな

りますので、負担される方々からきちんと理解をした上でどういうふうにシェアしていく

のかというような話になりますので、そのような意味で国民理解と書かせていただいた次

第でございます。 

 それから、２番目のご質問でございますが、まさにこれから、今後まだまだ費用の話で

すとか体制の話ですとか、いろいろと論点はあるかと思います。そういうような話をなる

べく進めていきたいと思いますので、今のところ構成員の皆様方にはスケジュールとして

あと３回ぐらいの予定を押さえさせていただいていると思いますが、それ以外に何かござ

いましたら、エクストラの話があるかもしれませんし、あるいは意見がある程度出てきた

ところで、事務局から整理した案を提示させていただくこともあり得るかと思います。今

の状況でございますが、そのようにお考えいただければと存じます。 

【酒井主査】  よろしいでしょうか。石井先生。 

【石井（夏）構成員】  筑波大学の石井です。発言の機会をいただきまして、ありがと

うございます。 

 事務局にお示しいただきました資料３－６の基本的な考え方に関しては、全体的に賛成

したいと考えております。加えて、本日三菱ＵＦＪ銀行さん、それからＡＮＡさんからご

報告がありましたけれども、特になりすましのリスクが高いものについては手話通訳を入

れていないということで、ニーズが高く実害が生じなさそうな現実的に必要性が高いもの

を視野に入れていただきたいというように考えております。実現可能性という言葉の中に

ニュアンスとして含まれているかもしれませんが、真に必要性の高いサービスから段階的

に導入していただくということを、ぜひご検討いただきたいというように考えています。 

 以上です。 

【酒井主査】  どうぞ。 

【有木構成員】  電気通信事業者協会の有木と申します。発言の機会をいただきまして、

ありがとうございます。 

 意見というか、事務局への提案になるかと思いますが、この３－６の資料にありますよ

うに、第１回、第２回でも緊急通報の重要性というお話がありましたので、今後、現在想

定される課題等をを通信事業者さんから意見をいただくというのはいかがかなと考えてお

りますが、どうでしょうか。 

【酒井主査】  どうぞ。 
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【佐伯市場評価企画官】  事務局の総務省、佐伯でございます。 

 ＴＣＡの方から、今、構成員有木様から貴重なご提案いただきました。我々といたしま

しても、もちろん必要なニーズの高いもの、今、石井先生からもございましたが、ニーズ

の高いものを優先的にというようなご意見は非常にわかるところでございますが、一方で

実際にシステム的な話ですとか、いろいろと制約条件のようなものがあるかもしれないと

いうところで、ぜひ通信事業者様からいろいろと具体的な技術面、それからスケジュール

面、費用面でのお話、ここのまさに③の実現可能性のところに書かせていただいた話であ

りますが、そのようなところをプレゼンテーションをしていただきますと、非常にありが

たく感じております。いかがでしょうか。 

【酒井主査】  どうぞ。 

【日本電信電話 黒田様】  ＮＴＴでございます。 

 いただいた内容についてコメントさせていただきます。特に緊急通報については、今、

電話リレーサービスでは実現できていない訳ですが、電話サービスの場合には、緊急通報

時に、発信者の位置情報等をしっかり緊急通報受理機関に伝えなければいけないというル

ールが課されております。現在の電話リレーサービスの仕組みで考えますと、オペレータ

ーのところから２段階で転送されるような形になりますので、通常でいくと、緊急通報受

理機関にはオペレーターの方の位置情報等が通知されてしまって、実際に電話リレーを架

けられているところ、具体的に事件等が起きているところの情報は取れないということに

なってしまいます。 

 位置情報等を通知するような仕組みをつくるということになると、ネットワークも含め

て大きな改修等が入る可能性があると思っておりますが、そういったものについて、どこ

まで必要なのか、どこまでやるべきなのかといった課題について、次回、幾つか申し上げ

たいと思います。また、技術とのバランスというお話が出ていますが、先般もご説明させ

ていただいた、ドコモが３月から本格サービス提供しております「みえる電話」について、

まだオペレーターの方と比べると百点満点のものではないかもしれませんが、現にご利用

いただいており、お客様に喜んでいただいているサービスです。 

 これはまさに即時双方向的にメッセージをリレーできるという意味でも、電話リレーサ

ービスの一つであろうというふうに、我々としては考えております。そういったことも含

めて、次回ご説明させていただきたいと考えております。 

 以上です。 
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【酒井主査】  どうもありがとうございました。どうぞ。 

【川森構成員】  今、ドコモの「みえる電話」サービスが電話リレーサービスであると

おっしゃられたのですけど、少なくともＩＴＵでは現在そのように考えておりません。ま

だ、世界的に音声認識エンジンだけでコミニュケーションアシスタントを置かない、ある

いはコミュニケーションアシスタントそのものを音声認識だけでやるというサービスは、

電話リレーサービスとしては認められていないです。ですので、もしそういうふうにお考

えでしたら、そういうふうな形で何か資料をつくっていただくとか、何かしていただいた

ほうがよろしいかなと思います。 

【日本電信電話 黒田様】  我々としては、電話リレーサービスについて、オペレータ

ーを介さない方法に全てをまとめるべきだと申し上げているわけではありません。実際に

障害者の方々に喜んでもらえるサービスであれば、いずれの方法であってもよいのではな

いでしょうか。それを、こっちの方法でないといけないということで、特定のものだけに

決めてしまうような議論をする必要はないのではないかということを申し上げたいという

趣旨でございます。 

 

【酒井主査】  かなり基本的な考え方の話と、それから具体的にどういうふうにやって

いくかの話が相当、交錯していると思いますし、定義としての通信としての電話リレーサ

ービス、その応用としてこんなこともできる、あんなこともできるという話が、いろいろ

こう、分けてちゃんとやらないといけないと思いますので、それを三、四回でできるかと

いうと私も心配になるところありますが、これは場合によってもうちょっとやらないとい

けない点があるかもしれません。 

 そろそろ時間にはなるのですけども、基本的にどうでしょうか、３－６に書いているこ

とそのもの、国民理解などのバランスとか費用ということはまだ、これは具体的に何かと

いうとバランスなので、あまり明確にこれがいい、悪いという話じゃないと思いますけど

も、こういう実現性を考慮しながら、電気通信サービスとしての電話リレーサービスをど

うつくるかということと、具体的な、例えば１１９番で呼び返しができるかできないかと、

位置をどうするかという問題、いろいろあるもの整理して、順番にうまくやっていくほか

ないだろうと思っておりますが、基本的にそういう形でよろしいでしょうか。 

 それでは、この考え方そのものはここに書いてあるものとして、具体的にどういうふう
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な形やっていくかということを、実現可能性いろいろ、あるいは電気通信事業者さんのご

意見も踏まえながら検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、一応ほぼ時間とはなってきたのですけれども、最後に事務局から連絡事項等

ございましたら、お願いいたします。 

【長谷川課長補佐】  事務局の、総務省の長谷川です。 

 次回の日程につきましては、構成員の皆様に既にご連絡させていただきましたとおり、

４月８日月曜日１６時から開催させていただきます。場所につきましては、別途ご連絡さ

せていただきます。 

 また、本日の議事概要につきましては、別途ご紹介させていただきますので、ご確認を

お願いいたします。 

 以上でございます。 

【酒井主査】  主査の酒井ですが、それでは、これで本日のワーキンググループを終了

いたします。 

 株式会社三菱ＵＦＪ銀行様及び全日本空輸株式会社様におかれましては、お忙しいとこ

ろプレゼンテーションしていただき、まことにありがとうございます。 

 また、構成員及びオブザーバーの皆さんにおかれましても、長時間にわたり、ありがと

うございました。 

 どうも、本日はありがとうございました。 

 

 


